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はじめに  
本要領は、研究者が新規研究課題の応募に当たって研究計画書を作成する上で必要な事項についてま

とめたものである。  

研究課題の採択を検討するに当たっては、提出された研究計画書を基に審査が行われる。  
放射線安全規制研究推進事業の主任研究者は、様式１を作成し、分担研究者がいる場合は様式２とと

もに提出すること。 

本要領に従って作成されていない研究計画書については、書類の不備として審査対象から除外する場

合がある。よって、本要領を熟読の上、研究計画書を作成すること。 

 

  
【１】 研究テーマ、研究課題名及び研究項目  

研究テーマについては、公募のお知らせの「公募内容及び概要」を理解の上、以下の（１）～（３）

のうち該当するものを１つ選択して、その番号に○を付けること。  
 

（１） 放射線防護に係る中長期的課題への対応に向けたフィジビリティ研究 

（２） 原子力災害時の放射線モニタリング技術・分析技術に関するフィジビリティ研究 

 

研究課題名については、上記で選択した研究テーマに沿った名称を１つ記載すること。（分担研究者は

主任研究者の作成する様式１と同じ名称を記載すること。）  

研究項目名については、研究課題を１人以上の分担研究者と分担する場合、主任研究者と分担研究者

で分担した研究内容に応じて適切な研究項目名を記載し、研究項目数に応じて記載欄を追加すること。 

なお、研究項目とは研究課題とほぼ同等と考えられるものであるため「○△□に関する臨床データ集

計」や「○△□に関する情報収集」等のような単なる作業を表すような名称は認められない。  
研究経費配分額は、主任研究者と分担研究者の間で研究経費をどのように配分するかが分かるように

記載すること。  
  
【２】 主任研究者（分担研究者）及び経理事務担当者  

主任研究者（分担研究者）の氏名、所属機関、所属機関における職名、連絡先、所属部局（学部・学

科・分野・研究室等）、専門分野、学位、最終卒業校及び卒業年次を記載すること。  
主任研究者（分担研究者）の所属機関の経理事務担当者の氏名、所属機関、所属機関における職名及

び連絡先を記載すること。  
主任研究者（分担研究者）と経理事務担当者の連絡先のうち電話番号については、研究計画書の内容

について問い合わせることがあるため、直通電話番号又は内線番号がある場合は内線番号を必ず記載す

ること。  
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【３】 研究の概要・目的・成果・方法等 

研究の内容について記入欄内の説明をよく読み、できるだけ簡潔に記入すること。 

また、主任研究者の研究計画書（様式１）については、主任研究者の担当分に加え、事業全体をどの

ようにとりまとめるかが簡潔に分かる内容で記入すること。文字数の制限で足りない場合は、詳細は書

かずに分担研究者の計画書に詳細を記してある旨記入すること。 

 

① 目標及びマイルストーン 

研究課題全体について、研究の目標及びマイルストーンを記入すること。 

「目標」は研究の最終目標及び期待される成果を記入すること。「マイルストーン」は、目標達

成に向けて進捗管理の目安となる中間的な到達点を設定すること。 (採択後、分担研究者につい

ても必要に応じてマイルストーンの作成を求めることがある。)  

目標及びマイルストーンの記入例（参考） 
実施項目 

担当者＊ 

（所属機関） 

令和３年度 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

目標： 

●●の 

情報収集 

  

●●の 

解析 

  

結果とり

まとめ 

  

＊担当者には主任研究者、分担研究者、研究協力者、研究参加者のいずれかを記載すること 

 

② 研究の実施体制  

研究課題の研究組織は、以下に定める者で組織するものとする。  

１） 主任研究者  

主任研究者は、提案した研究課題の研究計画の実施に関して全ての責任を負う者。国内の試験研

究機関等に所属する研究者で、本研究計画の実施に全ての責任を負うこととなるため、提案した研

究期間内に長期にわたってその責務を果たせなくなることがない者。  

２） 分担研究者 

分担研究者は、主任研究者と１つの研究課題を分担して研究する者であって主任研究者と所属機

関や所属部局、所属学部・学科等の異なる者。また、国内の試験研究機関等に所属する研究者で、

主任研究者と研究項目を分担して実施し、分担した研究項目について研究成果報告書を作成し、分

担した研究項目について配分を受けた研究経費の適正な執行に全ての責任を負う者。提案した研究

期間内に長期にわたってその責務を果たせなくなることがない者。  

３） 研究協力者  

研究協力者は、主任研究者又は分担研究者の研究計画の実施に協力する者。研究協力者には、研

究に協力した内容に応じて適正な額の謝金と旅費を支給することができる。研究協力者は、主任研

究者又は分担研究者と同じ研究室に所属しない者に限る。また、学生（ポスドク未満）は原則とし

て研究協力者にはなれない。研究計画書に記載されていない研究協力者にも外注費として研究にか

かる費用（備品等は除く）の支給は可能であるが、成果報告書において、当該研究協力者名、研究

内容及び支給額を記載すること。  

実施体制の構築 ◯◯に参加し 

情報収集 

実施体制の構築 ××を用いた△△の算出 計算結果の分析 

結果とりまとめ 

論文作成 
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４） 研究参加者  

研究参加者は、主任研究者又は分担研究者と同じ研究室等に所属して、主任研究者又は研究分担

者の研究計画の実施に参加する者。常勤の研究参加者には、主任研究者、分担研究者と同様に、謝

金を支給することはできない。なお、研究遂行上必要な場合にのみ旅費は研究経費から支給可能で

ある。また、任期付き任用で研究者等を雇用する場合の費用は人件費として計上することが可能で

ある。  

   
経費区分 主任研究者 分担研究者 研究協力者 研究参加者 

人件費 ○ ○ × ○ 

謝金 × × ○ × 

旅費 ○ ○ ○ ○ 

※支給可：○、支給不可：×  

※国立試験研究機関及び国からの交付金により人件費を手当てしている独立行政法人、

国立大学法人等は、正規職員の研究者の人件費を計上することはできない。 

注）平成 29 年度事業及び平成 30 年度事業では、主任研究者及び分担研究者の人件費は

費用として計上することができないとしていたが、平成 31年度事業からは主任研究者

及び分担研究者の人件費を費用として計上することを可能としている。ただし、平成 29

年度及び平成 30 年度からの継続課題については主任研究者及び分担研究者の人件費は

費用として計上することができないとする。 

  
５）体制図  

主任研究者は１）～４）の研究を実施する者の役割やどのように連携して研究を実施するかを体

制図として分かりやすくまとめること。  

  
【４】 主任研究者（分担研究者）が本研究に関連して現在までに行った研究状況及び主任研究者（分担

研究者）の研究歴等  

主任研究者（分担研究者）の本研究に関連した過去の研究状況（主な研究課題、主な共同研究者又は

指導を受けた研究者、受賞歴、知的財産権の取得数等）、本研究に関連した行政上の貢献例（指針等への

研究成果の反映、行政機関の審議委員等）を記載すること。また、主任研究者（分担研究者）の過去５

年以内の本研究に関連した研究業績（発表論文、著書）を記載すること。  
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【５】 研究経費 ・申請状況・過去の実績等 

研究経費の内訳を作成するに当たり、参照すべき文書については個別に指定する。それ以外につい

ては別紙（委託事業事務処理マニュアル）に従うこと。  
 

①研究経費の内訳  
主任研究者（分担研究者）の担当する研究項目について、令和３年度の研究経費の経費区分ごとの

合計金額とその積算内訳を記入すること。 

積算内訳については、経費の項目（何に）、員数（どれだけ）、単価（いくらか）等を必ず明示する

こと（記入例を参照）。員数や単価が未確定の場合であっても、予定又は計画している員数や推定され

る単価を用いて記載すること。  
間接経費の執行については、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成 13年４月 20 日

競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)に基づくこと。直接経費×30%として計上すること。 

本事業では、競争的資金において共通して使用することになっている府省共通経費取扱区分表に基

づき、費目構成を設定しており、経費の取扱いについては「令和３年度放射線対策委託費（放射線安

全規制研究戦略的推進事業費）」の公募ページに添付した｢府省共通経費取扱区分表｣を参照すること。 

 

【競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出について】 

研究活動に専念できる時間を拡充するために、研究代表者・研究分担者の研究以外の業務（※）の

代行に係る経費（バイアウト経費）を直接経費から支出することが可能となりました（バイアウト制

度）。 

（※）所属研究機関の研究者が行う業務として位置付けられた、①研究活動、②組織の管理運営事務

を除く、研究者が行う必要がある教育活動等及びそれに付随する事務等の業務が対象となる（例：教

育活動（授業等の実施・準備、学生への指導等）、社会貢献活動（診療活動、研究成果普及活動等） 

等）。また、営利目的で実施する業務は対象外。 

 

バイアウト経費の支出を希望する場合は、所属する研究機関の構築した仕組みにのっとり、研究機

関と研究代表者（又は研究分担者）の合意に基づいて実施することとなります。 

バイアウト経費を支出する場合は、研究計画調書の「その他」の費目に計上し、「事項」欄に必ず

『バイアウト』という文言を記載してください。 

  

支出可能な経費や所属機関において実施すべき事項の詳細については、下記の資料を御参照くださ

い。 
 

○「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイア

ウト制度の導入）について」（令和２年１０月９日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ） 
https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/torikumi/1385716_00003.htm 

  
なお、バイアウト制度は、研究代表者（又は研究分担者）の希望に基づき、当該研究課題に専念で

きる時間を拡充するための制度であることから、研究代表者（又は研究分担者）の希望の有無や、当

該研究課題に専念できる時間の拡充状況（増加時間数など）等について経費の執行状況と合わせて確

認する場合があります。その際、当該研究課題に専念できる時間の拡充が確認できないなど適切に支

出されていない場合は当該経費の返還を求めることがありますので、各研究機関においては適切に運

用するようにしてください。 
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積算内訳の記入例（参考）  

経費合計 金額 積算内訳（項目、員数、単価等）【税抜き】 

直 
接 
経 
費 

1.設備備品費 500,000 サーベイメータ 1 台：500,000 

2.消耗品費 900,000 PE 広口瓶 2L：100 個×500 円=50,000 
2L マリネリ容器：10 個×15,000 円=150,000 
放射性セシウム標準試料：5 個×100,000 円=500,000 
液体窒素 30L：10 回×20,000 円=200,000 

3 人件費 4,500,000 クラス A 
 日額単価 20,000×50 日×1 人=1,000,000 
クラス B 
 日額単価 15,000×100 日×2 人=3,000,000 
研究補助アルバイト（データ入力等） 
 時間単価 2,000×50 時間×5 人=500,000 

4.謝金 200,000 被験者謝金 100 人×2,000 円=200,000 

5.旅費 100,000 研究発表会出席（東京）：100,000 
 交通費：2 人×30,000=60,000 
 宿泊費：2 人×20,000=40,000 

6.外注費 200,000 被験者募集業務（◯◯社）：200,000 

7.印刷製本費 100,000 パンフレットの印刷製本：500 円×200 部=100,000 

8.会議費 20,000 茶菓料：10 人×100 円×5 回=5,000 
会議室借料：3 時間×5,000 円=15,000 

9.通信運搬費 100,000 被験者への説明資料の送付料 
 500 世帯×200 円=100,000 

10.光熱水料 0 0 

11 その他 0 0 

直接経費総額 6,620,000  

再委託費 0 0 

間接経費 1,986,000 直接経費総額×0.3：6,620,000×0.3=1,986,000 

小計 8,606,000 直接経費総額＋間接経費:6,220,000＋1,986,000=8,606,000 

消費税相当額 860,600 小計×0.10：8,606,000×0.10=860,600 

合計 9,466,600 小計＋消費税相当額：8,606,000＋860,600=9,466,600 

※被配分機関の長は、証拠書類を適切に保管したうえで、毎年度の間接経費使用実績等を翌年度の６月

30 日までに、原子力規制庁に報告すること。様式は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針

（https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf）」の別紙様式を参考とし作成すること。 

※間接経費の使用については放射線防護に係る研究開発環境の改善に使用されることが望ましい。 
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②外注先等内訳  

上記①において外注費を記入した場合、本欄に内訳を記載しなければならない。  
外注先については、外注先の候補から見積り（概算）をとり、所要見込額（概算）を記入すること。  
  
③その他 

「費目間流用ルールの統一化について」（平成 26年３月 14日競争的資金に関する関係府省連絡会申

し合わせ）に基づき、委託契約書における経費区分間の変更は直接経費総額の 50％以内とする。 

 

【６】 若手人材育成 

 本事業において研究参加者である若手人材の育成を計画している場合は記入する。 

 育成する若手人材の現在までの研究状況（主な研究課題、主な共同研究者又は指導を受けた研究

者、学会活動、受賞歴、知的財産権の取得数等）、行政上の貢献例（指針等への研究成果の反映、行

政機関の審議委員等）を記載すること。また、育成する若手人材の過去５年以内の本研究に関連した

研究業績（若手人材が発表した論文（なお、学術誌へ投稿中の論文を記入する場合は、掲載が決定し

ているものに限る。）、著書、産業財産権、招待講演のうち、本研究に関連する重要なもの）を記載す

ること。 

さらに、育成する若手人材が研究の中で一定の裁量が与えられ、リーダーシップを発揮できる取組

みについて具体的な計画及び方法を提案課題との関連が分かるように記入すること。 

※主任研究者又は分担研究者が若手人材である場合は作成を要しない。 

※本事業における若手人材は、事業開始時において年齢が満 39歳以下の者、又は事業開始時におい

て博士の学位を取得後８年未満の者とする。 

 

 


